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指標の状況

　岡山大学における温室効果ガス排出量削減は，令和3年3月に策定し令和5年10月に改正した「国立大
学法人岡山大学における地球温暖化対策に関する実施基本計画」において，本学から排出するエネル
ギー起源の二酸化炭素の総排出量を，2013年度を基準として，2030年度までに51％以上削減するとい
う目標を定めている。
　この目標を基に本計画の計画期間中の目標削減率を設定し，それぞれ6年度11.7％，7年度15.7％と
している。
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概　要
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　国立大学法人として，学部，大学院，附属病院，附属学校園及び研究所等を設置し，従業
員数約5,300名，学生，生徒及び児童合わせて約14,500名が所属している。
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倉敷市中央町二丁目２０番１号

岡山市中区平井三丁目９１４⑥

台）

③CO2換算3,000t以上①燃料等原油換算1,500kℓ以上
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【目標削減率設定の基本的な考え方】
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岡山市北区津島中一丁目１番１号
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国立大学法人岡山大学　施設企画部施設保全課

国立大学法人岡山大学

岡山市北区鹿田町二丁目５番１号
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工場等の名称

　 無

その他

県内で
の取組

【再生可能エネルギーの導入計画】

　 無

　 無

　 無

（１）環境報告書を毎年度作成し，事業活動に伴う環境負荷の状況について外部へ公開している。
（２）構成員に対して環境負荷の状況について周知している。
（３）建物外照明のライトダウン等による啓発活動を実施している。
（４）エネルギー管理指定工場（鹿田地区，津島地区）における月別光熱水量を教職員に公開してい
る。

【その他特記事項】

その他

措置内容

鹿田団地

全団地

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称 取組内容

・水冷式ヒートポンプエアコンを空冷式ヒートポンプエアコンに更新
（59kL）
・エネルギーセンター棟　冷温水発生器温水設定温度変更（70kL）

・ビルマルチエアコンの更新　自然科学研究棟（2kL）
・動物資源部門空冷チラー更新（14kL）
・RIチラー更新（19kL）

・エアコンの更新
・LED照明に更新

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

鹿田団地

津島団地

全団地

県内で
の取組

・動物資源部門モジュールチラー運用改善（12kL）
・外灯照明　LED化（16kL）

・エアコンの更新
・LED照明に更新

　事業主である学長は，「国立大学法人岡山大学における地球温暖化対策に関する実施基本計画」並びに学内環
境管理規則及び関連規定に基づく施策を推進する。実際の施策推進については，事業場内を部局（学部，大学院
等）単位に分割し，単位ごとに温室効果ガス削減のための管理体制を構築し，計画を実行する。目標達成のため
の計画の策定及び実施状況については，環境マネジメント委員会及び各部局において毎年度検証を行い，必要に
応じて施策を見直し，目標達成に努めている。

【目標削減率達成のための推進体制】


